
 

 

 

出産後の回復や育児等に不安をお持ちのお母さんが、退院後、委託医療機関に宿泊また
は日中滞在したり、助産師による訪問を受けることで、産後の体を休ませたり、母子のケ
アや授乳指導・育児指導等を受けることができる事業です。 
 

１ 対象の方 
小千谷市に住所が有り、出産後おおむね 1 年未満のお母さんで、退院後、次のいずれ

かに該当する方。 
⑴ お母さんの体調不良や育児不安がある方 
⑵ 家族などから支援が受けられない方 
⑶ 産後の経過に応じた休養や栄養の管理など、日常の生活面について保健指導が必要

な方 
 
２ ご利用できる内容  
⑴ お母さんと赤ちゃんの健康管理および生活面の指導 
⑵ 乳房管理 
⑶ 沐浴や授乳等の育児指導・育児相談 
⑷ その他必要とする保健指導  

 
３ 利用内容および費用 
利用 
種類 

対 象 
利用期間 
・回数 

利用料 備 考 実施機関・申込先 

宿 
 
泊 
 
型 

原則として 
産婦、新生児 
に限る 

7日間以内 
（お産入院
の退院後か
ら） 

1 日 5,000 円 
（1 泊 2 日で 
 10,000 円） 

①利用時間： 
・初日は午前9時から 
・最終日は午後4時まで 
②利用料：1日20,000円の
うち15，000 円と個室利用
料を市が負担します。 
※市が指定する個室以外を利用す

る場合は、その差額分について別

途自己負担となります。 

③食費及び病衣は別途自己負
担となります。  

厚生連小千谷総合 
病院 ４階西病棟 
 
住所： 
小千谷市大字平沢 
新田 111 番地 
℡： 
0258-81-1600 
(土日祝日を除く 

午前 10 時～午後４時) 

 
※個室の空き状況やお母さ

んと赤ちゃんの健康状況

によってはご利用いただ

けない場合があります。 

※上のお子さんを連れての

ご利用はお受けできませ

ん。ご了承ください。 

日 
帰 
り 
型 

出産後、 
おおむね 
４か月未満
の産婦と 
乳児 

7日間以内 1 日 1,000 円 

①利用時間：午前９時から午後
4時まで 
②利用料：1日5,000円のう
ち4，000円を市が負担しま
す。 

訪 
 
問 
 
型 

出産後、 
おおむね 
１年未満の 
産婦と乳児 

３回まで １回 1,000円 

①訪問時間：１回あたり１時間
から１時間30分 
②利用料：１回5,000円のう
ち 4,000 円を市が負担しま
す。 

市内開業助産師 
 
※妊婦訪問、産婦訪問を受け

た助産師までご連絡くださ

い。 

 
※１ お子さんが双子の場合でも追加料金はかかりません。 
※２ 利用料については、別途消費税がかかる場合があります。 
※３ 生活保護世帯・非課税世帯には、減免制度があります。詳しくは健康・子育て応援課までお問い

合わせください。 

 
【問合せ先】小千谷市健康・子育て応援課 子育て応援係 ℡：0258-83-3640 

小千谷市城内 4丁目 1番 38 号 健康・こどもプラザあすえ～る内 

小千谷市『産後ケア』のご案内 


